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平成 1８年９月１１日 

【今回お知らせする内容】 

 

 

 

 

【平成１８年９月８日にお知らせした内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１  高圧母線は、発電所内の機器へ高圧の電気（６，９００ボルト）を供給する電気回路です。 

３・４号機共通用高圧母線は３、４号機の機器へ電源を供給するための高圧母線で、合計４母

線あります。 

※２ 非常用高圧母線は原子炉の安全上重要な機器に電源を供給するための高圧母線であり、３、４

号機でそれぞれ３母線あります。 

※３ 原子炉施設保安規定は、原子炉等規制法第３７条第１項に基づき、原子炉設置者が原子力

発電所の安全運転を行う上で守るべき事項を定めたもので、国の認可を受けています。 

※４ 確認運転は原子炉施設保安規定第７３条第３項で規定される、「予防保全を目的とした共通用高

圧母線（ＳＡ－１）等の保全作業のため、計画的に停電（運転上の制限外に移行）する場合は、ＳＡ

－１からの供給が停止する非常用高圧母線に接続する高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機に

ついて、ＳＡ－１の停電前に動作可能であることを確認する」に基づく措置です。 

以 上 

浜岡原子力発電所３・４号機 共通用高圧母線の停電作業について（続報）

 

 
 
 
 

平成１８年９月９日および平成１８年１０月１日 

 ３号機（定期検査中） 
 ：沸騰水型、定格電気出力１１０万キロワット 
４号機（定格熱出力一定運転中） 
 ：沸騰水型、定格電気出力１１３．７万キロワット 

お知らせ基準 運転情報 「表２－１４」に該当します。 

対象号機 

３号機第１４回定期点検（平成１８年７月２１日より実施中）の一環とし

て、３・４号機共通用高圧母線（※１）（ＳＡ－１）のしゃ断器の点検を実施し

ます。このため、平成１８年９月９日および平成１８年１０月１日に、同母線

を停電します。 

これにより、４号機（運転中）の高圧炉心スプレイ系機器へ電源を供給す

る非常用高圧母線（※２）（Ｈ）への待機用電源が一時的に停止するため、

原子炉施設保安規定（※３）に基づき、非常用高圧母線（Ｈ）に接続されて

いる４号機高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の確認運転（※４）を実施

後、停電作業を開始します。 

なお、非常用高圧母線（Ｈ）には、常時別の電源が供給されており、今回

の作業により停電することはありません。 

また、３号機については、停止中であるため、４号機と同様な措置を実施

する必要はありません。 

停電期間 

作業内容 

 平成１８年９月９日に予定していた、しゃ断器の点検作業が終了し、３・４号

機共通用高圧母線（ＳＡ－１）が受電するようになりました。 
作業実績 

http://www.chuden.co.jp/torikumi/atom/hamaoka/pdf/info_unten_02.pdf


  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

３号 
起動変圧器 

6900ボルト 

共通用高圧 

母線(SA-1) 

５０万ボルト送電線 

３・４号機共用設備 

動作確認対象 
ディーゼル発電機 

Ｇ 

D/G 

３号主発電機

３号 
主要変圧器 

３号高圧炉心スプレイ系  

ディーゼル発電機 

6900ボルト 

非常用高圧 

母線(H) 

6900ボルト 

直結用高圧 

母線(A-1) 

３号 
直結変圧器 

しゃ断器「入」 
しゃ断器「切」 
３・４号機共通用高圧母線停電時の停電範囲 

３号機第１４回定期点検中 

Ｇ 

D/G 

４号主発電機 ４号 
直結変圧器 

４号高圧炉心スプレイ系 

ディーゼル発電機 

6900ボルト 

非常用高圧 

母線(H) 

6900ボルト 

直結用高圧 

母線(A-1) 

４号 
主要変圧器 

浜岡原子力発電所３・４号機 所内電源構成図 

通常、４号非常用高圧母線（Ｈ）へは、４号機主発電機から４号機直結変圧器を経由し

て電源供給を行っており、３・４号機共通用高圧母線（ＳＡ－１）からは、電源が供給可

能な状態（待機状態）となっています。 

点検を実施する 
しゃ断器（※） 

※ しゃ断器を動かすための制御電源の点検を実施します。また、記載は省略していますが、この他にも複数のしゃ断器があります。 


